
制度改正後の産後ケア事業利用申込から委託料の請求までの流れ

利用申込 対象者が自ら電子申請する　(妊娠32週から申請可）

　　　　　　　　　2～3週間程度

利用決定 子育て支援課から利用決定通知書と利用券（７日分）が対象者へ郵送

利用決定通知書を受け取った者（利用者）から、事業所へ直接予約の連絡が入る

（利用者は、名古屋市ホームページで事業所一覧を確認し希望事業所を決める）

サービスの提供

利用料徴収

予約日当日に利用者より利用券を受け取り後、産後ケアを実施する

終了後、利用料を利用者より徴収する

保健センターでの

継続支援

（必要な場合のみ）

継続支援が必要な場合は、事業所より保健センターへ連絡する

委託料の請求
１か月単位で①請求書、②利用報告書を作成し、③利用者から受け取った利用券を添付

の上、市へ委託料を請求する

利用者からの

予約受付


